
株式会社

臨時株主総会および普通株主様による
種類株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

第１号議案 株式会社青森銀行との株式移転計画承認の件
インターネット開示とする事項
（招集ご通知P.62「５ 青森銀行に関する事項１．最終事業
年度（2021年３月期）に係る計算書類等の内容」のうち
次の事項）

株式会社
（計算書類）
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書……… 1
個 別 注 記 表……… 3

（連結計算書類）
連結株主資本等変動計算書……… 14
連 結 注 記 表……… 16

（2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

上記の事項につきましては、法令及び定款第20条の規定に基づき、当行ウェブ
サイト（https://www.michinokubank.co.jp/）に掲載することにより、株主
の皆さまに提供しております。
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第113期（20202021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 19,562 12,916 12,916

当期変動額

剰余金の配当

別途積立金の積立

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当期変動額合計 ― ― ―

当期末残高 19,562 12,916 12,916
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（単位：百万円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当期首残高 6,646 55,000 2,257 63,903 △791 95,590
当期変動額
剰余金の配当 △1,019 △1,019 △1,019
別途積立金の積立 500 △500
当期純利益 2,166 2,166 2,166
自己株式の取得 △1 △1
自己株式の処分 10 10
土地再評価差額金の取崩 68 68 68
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）
当期変動額合計 ― 500 715 1,215 8 1,223
当期末残高 6,646 55,500 2,972 65,118 △783 96,813

（単位：百万円）
評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 6,836 △3,670 2,453 5,618 101,209
当期変動額
剰余金の配当 △1,019
別途積立金の積立
当期純利益 2,166
自己株式の取得 △1
自己株式の処分 10
土地再評価差額金の取崩 68
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 5,296 2,145 △68 7,374 7,374

当期変動額合計 5,296 2,145 △68 7,374 8,597
当期末残高 12,132 △1,525 2,385 12,993 109,807
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個別注記表
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社及び子法人等株式については
移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法によ
り算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行
っております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３年～50年
その他 ３年～32年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（３

年～５年）に基づいて償却しております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年
数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保
証額とし、それ以外のものは零としております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にあ

る債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にない
が、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸念先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額（以下「非保全額」という。）のうち、債務者の支払能力を総合的に判断
し必要と認める額を計上しております。具体的には、
① 非保全額が一定以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収額を見積り、
非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）により計上してお
ります。
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② 上記以外の債務者の債権については、過去の一定期間における貸倒実績率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を
貸倒引当金として計上しております。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失

額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定してお
ります。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が一次査定を行い、資産査定部署が二次査定を行っております。

また当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認

められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,364百万円であります。
（2）賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計
上しております。

（3）役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計

上しております。
（4）退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要
額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
（5）株式給付引当金

株式給付引当金は、株式交付規程に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき必要な
額を計上しております。

（6）睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて

発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
7. ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び
監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年10月８日。以下「業種別委員会実務指針第24号」と
いう。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッ
ジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価し
ております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証
により有効性の評価をしております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関す

る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月８日。以下「業種別委員会実務指
針第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為
替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債
権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
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8. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控

除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約に伴う損益
投資信託の解約に伴う損益については、個別銘柄毎に、投資信託解約益については「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に、

一方、投資信託解約損については「その他業務費用」に純額で計上しております。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼ

す可能性があるものは以下の通りとなっております。また、新型コロナウイルス感染症拡大の経済への影響については、従来当事業年
度中は継続するものと仮定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大が依然として続いていることから、更に1年程度は続く
ものと仮定を変更しております。

貸倒引当金
1. 当事業年度に係る計算書類に計上した額
貸倒引当金 7,398百万円

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（1）算出方法

貸倒引当金の算出方法は「重要な会計方針」「6. 引当金の計上基準」に記載しております。
（2）主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分判定における貸出先の将来の業
績見通し」は、各債務者の収益獲得能力や財務内容、経営改善計画等を個別に評価し設定しております。

（3）翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は、当行の貸出金等の信用リスクに一定の影響があるものと認識しておりま

す。債務者区分は現時点において見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して決定しております。当該仮定には不確実性があ
り、新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響から個別貸出先の業績の変化等により、翌事業年度の損失額が増減する
可能性があります。
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表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末から適用し、重要な
会計上の見積りに関する注記を記載しております。

追加情報
1. 「重要な会計上の見積り」以外の会計上の見積りの判断が、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす項目については、以下の通りとな
っております。
繰延税金資産
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は、将来の課税所得の見込みにおいて一定の影響があるものと認識しておりま

す。現時点において見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して将来の課税所得を算出しております。翌事業年度以降について
は、毎期安定した課税所得を見込んでおりますが、新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響が変化した場合には、課税
所得の増減により税金費用についても増減する可能性があります。

2. 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日）を当事業年度の年
度末に係る計算書類から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を開示してお
ります。

3. 業績連動型株式報酬制度
（1）取引の概要

当行は取締役等の報酬と当行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が当行の中長期的な業績向上と企業価
値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、役位および業績目標の達成

度等に応じて当行株式等が信託を通じて交付等される制度であります。

（2）信託に残存する当行株式
信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しております。当該自己株式の株式数及び帳簿価額は、当事

業年度末において91千株、321百万円であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式総額 2,372百万円
2. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に78,452百万円含まれておりま
す。
3. 貸出金のうち、破綻先債権額は242百万円、延滞債権額は20,203百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁

済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」とい
う。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事
由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の

支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は64百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延

滞債権に該当しないものであります。
5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は3,718百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶

予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないもの
であります。
6. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は24,229百万円であります。
なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

7. 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又
は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、1,802百万円であります。
8. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産
有価証券 474,714百万円
貸出金 278,879百万円
担保資産に対応する債務
預金 9,970百万円
債券貸借取引受入担保金 103,423百万円
借用金 522,500百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保としてその他の資産20,000百万円を差し入れております。
また、その他の資産には、保証金23百万円が含まれております。
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9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条
件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は430,940百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが420,002百万円あ
ります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャ

ッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由
があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、
当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額
金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 2001年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法によ
り算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額

の合計額との差額 5,585百万円
11. 有形固定資産の減価償却累計額 27,119百万円
12. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,087百万円
13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額は18,790
百万円であります。
14. 関係会社に対する金銭債権総額 15,037百万円
15. 関係会社に対する金銭債務総額 10,552百万円
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（損益計算書関係）
1. 関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 63百万円
役務取引等に係る収益総額 24百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 35百万円
関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 0百万円
役務取引等に係る費用総額 437百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 526百万円

2. 当行は、減損損失の算定にあたり、営業用店舗については営業店単位（連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ
単位）を基礎とする管理会計上の区分で、その他遊休施設等については、各々独立した単位でグルーピングを行っております。また、
本部、事務センター、青森県内の社宅・寮、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資
産としております。
その結果、営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落により、投資額の回収が見込めなくなった資

産について、以下のとおり減損損失を計上しております。
地 域 主 な 用 途 種 類 減 損 損 失

青森県内
営業店舗等 土地建物 ８か所 148百万円
遊 休 資 産 土地建物 ３か所 88百万円

青森県外 営業店舗等 土地建物 ２か所 7百万円
合計 244百万円

（うち建物 49百万円）
（うち土地 194百万円）

なお、資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」（国土交通省2002年７月３日
改正）に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。

3. 関連当事者との間の取引のうち、重要なものの内訳は以下のとおりであります。

属性 名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

子会社
あおぎん
信用保証
株式会社

青森県
青森市 30 住宅ローンの

信用保証業務 100 0 住宅ローン
の債務保証 被債務保証 363,150

注 あおぎん信用保証㈱との取引については、すべて通常の取引であり、一般の取引条件と同様であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度期首
株 式 数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株 式 数 摘 要

自己株式
普通株式 223 0 2 220 注１、２、３
合 計 223 0 2 220

注 1. 普通株式の自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する株式が、当事業年度期首株式数に94千株、当事業年度末株式数
に91千株が含まれております。
2. 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。
3. 普通株式の自己株式の減少は、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式の交付による減少であります。

（有価証券関係）
貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」が含まれております。
1. 売買目的有価証券（2021年３月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

売買目的有価証券 ―

2. 満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）

種類 貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

地方債 165,717 165,961 244
社 債 17,680 17,845 165
その他 18,962 19,041 78

小 計 202,359 202,848 488

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

地方債 35,138 35,082 △55
社債 1,073 1,061 △12
その他 9,628 9,572 △55

小 計 45,840 45,717 △123
合 計 248,200 248,565 365
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3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2021年３月31日現在）
貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
(百万円)

差 額
(百万円)

子会社・子法人等株式 ― ― ―
関連法人等株式 ― ― ―

合 計 ― ― ―
注 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 2,372
関連法人等株式 ―

合 計 2,372
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社・子法人等

株式及び関連法人等株式」には含めておりません。

4. その他有価証券（2021年３月31日現在）

種 類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株 式 11,626 5,587 6,038
債 券 289,438 283,498 5,939
国 債 157,288 153,303 3,984
地 方 債 66,335 65,016 1,319
社 債 65,813 65,179 634
その他 125,311 117,531 7,779
外国証券 52,840 51,742 1,098
そ の 他 72,470 65,788 6,681

小 計 426,375 406,617 19,757

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株 式 1,598 2,035 △437
債 券 116,079 117,421 △1,342
国 債 25,097 25,758 △660
地 方 債 79,216 79,841 △624
社 債 11,765 11,822 △56
その他 42,529 43,107 △578
外国証券 28,608 28,690 △82
そ の 他 13,920 14,416 △496

小 計 160,206 162,564 △2,358
合 計 586,582 569,182 17,399
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注 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
貸借対照表計上額
（百万円）

株 式 1,645
その他 658

合 計 2,303
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当ありません。

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株 式 1,946 965 24
債 券 6,164 83 111
国 債 6,164 83 111
その他 29,763 356 981
外国証券 12,073 100 107
そ の 他 17,689 256 874

合 計 37,874 1,405 1,118

7. 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表
計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額は、459百万円（株式）であります。
なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合、時価が取得原価に比べて30％以

上50％未満下落したものから時価の回復する見込みがあると認められるものを除いた場合、また債券については発行会社の財政状態
等も勘案したうえで、減損処理を実施しております。

（金銭の信託関係）
運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 5,000 ―
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（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
繰延税金資産
貸倒引当金 2,288百万円
退職給付引当金 528
減価償却限度超過額 461
有価証券償却 308
賞与引当金 156
その他 1,609
繰延税金資産小計 5,352
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,776
評価性引当額小計 △1,776
繰延税金資産合計 3,576

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △5,266

繰延税金負債合計 △5,266
繰延税金負債の純額 △1,690百万円

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 5,411円55銭
１株当たりの当期純利益金額 106円76銭
注 株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、１株当たりの純資産額、１株当
たりの当期純利益金額の算定上、期末株式数ならびに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
控除した当該自己株式の期末株式数は91千株、期中平均株式数は92千株であります。
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第113期（20202021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 19,562 12,916 72,188 △791 103,875

当期変動額

剰余金の配当 △1,019 △1,019

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,251 2,251

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 10 10

土地再評価差額金の取崩 68 68

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当期変動額合計 ― ― 1,300 8 1,309

当期末残高 19,562 12,916 73,489 △783 105,184
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（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

退職給付に
係 る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 6,855 △3,670 2,453 △425 5,212 109,088

当期変動額

剰余金の配当 △1,019

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,251

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 10

土地再評価差額金の取崩 68

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 5,297 2,145 △68 1,159 8,534 8,534

当期変動額合計 5,297 2,145 △68 1,159 8,534 9,843

当期末残高 12,153 △1,525 2,385 734 13,747 118,932
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連結注記表
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

子会社、子法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

連結計算書類の作成方針
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結される子会社及び子法人等 ５社
青銀甲田株式会社
あおぎんカードサービス株式会社
あおぎんリース株式会社
あおぎん信用保証株式会社
あおもり創生パートナーズ株式会社
なお、当行と青銀ビジネスサービス株式会社は、2020年４月１日を効力発生日として、当行を存続会社とする吸収合併を行
いました。

② 非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

（2）持分法の適用に関する事項
該当ありません。

会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
（2）有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については原則
として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難
と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により
行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（4）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当行の有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３年～50年
その他 ３年～32年
連結される子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社

で定める利用可能期間（３年～５年）に基づいて償却しております。
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③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によ

り償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以
外のものは零としております。

（5）貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況に

ある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にな
いが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額（以下「非保全額」という。）のうち、債務者の支
払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。具体的には、
① 非保全額が一定以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収額を見積り、
非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）により計上してお
ります。
② 上記以外の債務者の債権については、過去の一定期間における貸倒実績率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を
貸倒引当金として計上しております。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失

額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定してお
ります。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が一次査定を行い、資産査定部署が二次査定を行っております。

また当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認

められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,364百万円であります。
連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
（6）賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額
を計上しております。

（7）役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額

を計上しております。
（8）役員退職慰労引当金の計上基準

連結される子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額
のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（9）株式給付引当金の計上基準
株式給付引当金は、株式交付規程に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき必要な

額を計上しております。
（10）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて
発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
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（11）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によ

っております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結される子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（12）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結される子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。

（13）重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2020年10月８日。以下「業種別委員会実務指
針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッ
ジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピング
のうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動
要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、上記のうち、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である有価証券の相場変動を相殺し、ヘッジ会計とし

て繰延ヘッジを適用しているヘッジ取引について「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第
40号 2020年９月29日）を適用しております。
② 為替変動リスク・ヘッジ

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計
処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月８日。以下「業種別
委員会実務指針第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭
債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で
ある外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を
評価しております。

（14）消費税等の会計処理
当行並びに連結される子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約に伴う損益
投資信託の解約に伴う損益については、個別銘柄毎に、投資信託解約益については「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に、

一方、投資信託解約損については「その他業務費用」に純額で計上しております。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは以下の通りとなっております。また、新型コロナウイルス感染症拡大の経済への影響について
は、従来当連結会計年度中は継続するものと仮定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大が依然として続いていることか
ら、更に1年程度は続くものと仮定を変更しております。

貸倒引当金
1. 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金 8,768百万円

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（1）算出方法

貸倒引当金の算出方法は「会計方針に関する事項」「(5) 貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
（2）主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分判定における貸出先の将来の業
績見通し」は、各債務者の収益獲得能力や財務内容、経営改善計画等を個別に評価し設定しております。

（3）翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は、当行グループの貸出金等の信用リスクに一定の影響があるものと認識し

ております。債務者区分は現時点において見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して決定しております。当該仮定には不確
実性があり、新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響から個別貸出先の業績の変化等により、翌連結会計年度の損失
額が増減する可能性があります。

表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末から適用し、重

要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
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追加情報
1. 「重要な会計上の見積り」以外の会計上の見積りの判断が、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす項目については、以下の通りとな
っております。
繰延税金資産
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は、将来の課税所得の見込みにおいて一定の影響があるものと認識しておりま

す。現時点において見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して将来の課税所得を算出しております。翌連結会計年度以降につ
いては、毎期安定した課税所得を見込んでおりますが、新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響が変化した場合には、
課税所得の増減により税金費用についても増減する可能性があります。

2. 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日）を当連結会計年度
の年度末に係る連結計算書類から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を開
示しております。

3. 業績連動型株式報酬制度
（1）取引の概要

当行は取締役等の報酬と当行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が当行の中長期的な業績向上と企業価
値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、役位および業績目標の達成

度等に応じて当行株式等が信託を通じて交付等される制度であります。

（2）信託に残存する当行株式
信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しております。当該自己株式の株式数及び帳簿価額は、当連

結会計年度末において91千株、321百万円であります。

2021年12月13日 16時22分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（ 21 ）

注記事項
（連結貸借対照表関係）
1. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に78,452百万円含まれておりま
す。
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は431百万円、延滞債権額は20,581百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁

済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」とい
う。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事
由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の

支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は64百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延

滞債権に該当しないものであります。
4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は3,727百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶

予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないもの
であります。
5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は24,805百万円であります。
なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又
は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、1,802百万円であります。
7. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産
有価証券 474,714百万円
貸出金 278,879百万円
担保資産に対応する債務
預金 9,970百万円
債券貸借取引受入担保金 103,423百万円
借用金 522,500百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保としてその他資産20,000百万円を差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金2,659百万円及び保証金63百万円が含まれております。

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条
件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は435,520百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが424,583百万円あ
ります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結さ

れる子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保
全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす
ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契
約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等
を講じております。
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9. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額につい
ては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 2001年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法によ
り算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿

価額の合計額との差額 5,585百万円
10. 有形固定資産の減価償却累計額 27,883百万円
11. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,348百万円
12.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は18,790百万円
であります。

（連結損益計算書関係）
1. 「その他の経常収益」には、株式等売却益1,002百万円を含んでおります。
2. 「その他の経常費用」には、株式等売却損25百万円及び株式等償却459百万円を含んでおります。
3. 当行は、減損損失の算定にあたり、営業用店舗については営業店単位（連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ
単位）を基礎とする管理会計上の区分で、その他遊休施設等については、各々独立した単位でグルーピングを行っております。また、
本部、事務センター、青森県内の社宅・寮、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資
産としております。
その結果、営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落により、投資額の回収が見込めなくなった資

産について、以下のとおり減損損失を計上しております。

地 域 主 な 用 途 種 類 減 損 損 失

青森県内
営業店舗等 土地建物 ８か所 148百万円
遊 休 資 産 土地建物 ３か所 88百万円

青森県外 営業店舗等 土地建物 ２か所 7百万円
合計 244百万円

（うち建物 49百万円）
（うち土地 194百万円）

なお、資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」（国土交通省2002年７月３日
改正）に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度期首
株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数 摘 要

発行済株式
普通株式 20,512 ― ― 20,512
合 計 20,512 ― ― 20,512

自己株式
普通株式 223 0 2 220 注１、２、３
合 計 223 0 2 220

注 1. 普通株式の自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する株式が、当連結会計年度期首株式数に94千株、当連結会計年度
末株式数に91千株含まれております。
2. 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。
3. 普通株式の自己株式の減少は、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式の交付による減少であります。

2. 配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2020年６月25日
定時株主総会 普通株式 509百万円 25.0円 2020年３月31日 2020年６月26日

2020年11月13日
取締役会 普通株式 509百万円 25.0円 2020年９月30日 2020年12月10日

合 計 1,019百万円

注 1. 2020年６月25日開催の定時株主総会にて決議し支払われた配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に
対する配当金２百万円が含まれております。
2. 2020年11月13日開催の取締役会にて決議し支払われた配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対
する配当金２百万円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
2021年６月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 配当金の総額 509百万円
② １株当たり配当額 25.0円
③ 基準日 2021年３月31日
④ 効力発生日 2021年６月25日
なお、配当原資は、利益剰余金とする予定としております。
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（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務など金融サービスに係る事業を行っており、個人・法
人向けの貸出債権、リース債権、投資有価証券などの金融資産を保有する一方、預金の受入や、社債の発行、債権流動化による直
接金融、銀行借入などの間接金融による資金調達のため、金融負債を有しております。
このように主として金利の変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、当行では、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）

を行い、その一環としてデリバティブ取引を行っております。
また、為替変動リスクを有する外貨建債券などの外貨建資産や、外貨預金などの外貨建負債の為替変動リスク回避のためのデリ

バティブ取引や、短期的な売買差益を獲得する目的（トレーディング）のデリバティブ取引を行っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約不履行によってもたら
される信用リスクや、金利の変動リスクに晒されております。当期の連結決算日現在における貸出金のうち、大半は青森県内向け
のものであり、青森県の経済環境等の状況変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。
また、投資有価証券は、主に債券、株式、投資信託であり、売買目的、満期保有目的、その他有価証券で保有しております。こ

れらは、発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。また、外貨建金融商品は、為替
の変動リスクにも晒されております。
借入金、社債及び短期金融市場からの資金調達などは、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支

払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
当行グループが行っているデリバティブ取引には、当行が保有する資産に関わるリスクのヘッジ目的の金利スワップ取引、通貨

スワップ取引や外国為替予約取引、顧客のニーズに応えるため取引先と行う外国為替予約取引、収益確保や短期的な売買差益を獲
得する目的の債券先物取引があります。
当行では、リスクヘッジ目的で行っている金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である有価証券に関わる金利の変

動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。なお、ヘッジの有効性については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条
件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えて
おります。
また、為替の変動リスクを回避するための通貨スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等の為

替の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。ヘッジ対象である外貨建金銭債権等に見合うヘッジ手段の外貨ポジショ
ン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
当行が利用しているデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクを内包しております。市場リスクとは金利、有価証券など

の価格、為替等、市場のリスクファクターの変動により保有するポジションの価値が変動し損失を被るリスクであり、信用リスク
とは相手方の債務不履行等により保有しているポジションの価値が減少・消失し、損失を被るリスクであります。なお、当行は信
用度の高い金融機関のみを取引相手としてデリバティブ取引を行っており、信用リスクはほとんどないと判断しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当行グループは、当行のクレジットポリシー及び信用リスク管理規程等に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、
与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しており
ます。これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また必要に応じて経営会議や取締役会を開催し、審議・報告
を行っております。さらに自己査定の状況については、監査部が監査をしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、市場国際部及びリスク統括

部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
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② 市場リスクの管理
当行グループは、当行のＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。市場リスク管理規程等において、リスク管理

方法や手続き等の詳細を明記しており、日常的にはリスク統括部において金融資産及び負債の金利の期間を総合的に把握し、ギ
ャップ分析や金利感応度分析、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）等の手法を用いてモニタリングを行っております。また月
次でＡＬＭ・収益管理委員会において、実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行い、その結果を経営会議に報告し、必
要に応じて取締役会に報告しております。
当行では、為替の変動リスクに関して、持高の実質ネットポジション管理をしております。
有価証券投資に係る価格変動リスクについては、市場リスク管理規程に基づき、一定の保有期間と信頼区間に基づくＶａＲを

計測し、そのリスク量が自己資本の一定額に収まっているかを把握し管理しております。これらの情報はリスク統括部を通じて、
経営者に対し報告しております。
「有価証券」「貸出金」「預金」に係るＶａＲの算定に当たっては、分散共分散法（保有期間３ヶ月、信頼区間99％、観測期間
１年）を採用しており、2021年３月31日（当連結会計年度の決算日）現在における当行の市場リスク量（損失額の推計値）は、
全体で16,933百万円であります。
なお、当行では保有期間１日ＶａＲについて、モデルが算出するＶａＲと現在価値の変動とを比較するバックテスティングを

実施しております。当連結会計年度に関してバックテスティングを250回実施した結果、超過回数は１回となっており、使用す
る計測モデルは十分な精度で市場リスクを補足しているものと考えております。
ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考

えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当行グループでは、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当

該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、重要性が乏しいと判

断されるもの及び時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
（1）現金預け金 878,246 878,246 ―
（2）有価証券

満期保有目的の債券 248,300 248,665 364
その他有価証券 586,639 586,639 ―

（3）貸出金 1,842,002
貸倒引当金（＊1） △7,858

1,834,143 1,840,499 6,356
資産計 3,547,330 3,554,051 6,721
（1）預金 2,711,876 2,711,883 7
（2）譲渡性預金 171,783 171,783 ―
（3）債券貸借取引受入担保金 103,423 103,423 ―
（4）借用金 530,586 530,586 ―
負債計 3,517,668 3,517,676 7
デリバティブ取引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの （77） （77） ―
ヘッジ会計が適用されているもの（＊3） （2,191） （2,191） ―

デリバティブ取引計 （2,268） （2,268） ―
（＊1） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊2） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
（ ）で表示しております。

（＊3） ヘッジ対象である有価証券の相場変動の相殺のためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、繰延ヘッジを適用
しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応指針第
40号 2020年９月29日）を適用しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある
預け金については、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。

（2）有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表され

ている基準価額によっております。
自行保証付私募債は、保証形式及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に

想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、破綻懸念先の自行保証付私募債については、帳簿価額から個別
貸倒引当金相当額を控除した後の価格を時価としております。
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（3）貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな

い限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種
類及び内部格付、保全率、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り
引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見

積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額
に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込

期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

負 債
（1）預金、及び（2）譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の
時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、
新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（3）債券貸借取引受入担保金
残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（4）借用金
残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

残存期間が１年超のものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で
割り引いて現在価値を算定しております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オプシ

ョン、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）であり、取引所の価格、割引現在価値やオプショ
ン価格計算モデル等により算出した価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報
の「資産（2）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区 分 連結貸借対照表計上額

① 非上場株式（＊1） 1,649
② 非上場外国株式（＊1） 0
③ 組合出資金（＊2） 554
④ その他 103

合 計 2,307
（＊1） 非上場株式及び非上場外国株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら時価開示の対象とはしておりません。
（＊2） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されている

ものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預け金 840,805 ― ― ―
有価証券（＊1） 136,164 313,427 178,945 154,797
満期保有目的の債券 21,338 150,735 73,522 2,739
その他有価証券のうち満期があるもの 114,825 162,691 105,422 152,058
貸出金（＊2） 354,031 651,401 374,710 400,618

合 計 1,331,001 964,828 553,655 555,415
（＊1） 有価証券は、元本についての償還予定額を記載しているため、連結貸借対照表計上額とは一致しておりません。
（＊2） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない20,990百万円、期間の

定めのないもの40,250百万円は含めておりません。

（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金（＊） 2,633,041 77,912 922 ―
譲渡性預金 171,633 150 ― ―
債券貸借取引受入担保金 103,423 ― ― ―
借用金 244,786 285,800 ― ―

合 計 3,152,884 363,862 922 ―
（＊）預金のうち、要求払預金等については、「１年以内」に含めて開示しております。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 5,861円28銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 110円98銭
注 株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、１株当たりの純資産額、１株当
たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額の算定上、期末株式数ならびに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております。
控除した当該自己株式の期末株式数は91千株、期中平均株式数は92千株であります。
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